
 

京都市告示第   号 

 介護保険法（以下「法」という。）第４２条の２第１項に規定する指定地

域密着型サービス事業者及び法第５４条の２第１項に規定する指定地域密

着型介護予防サービス事業者から，法第７８条の５第２項及び法第１１５条

の１５第２項の規定に基づき，当該指定に係る事業所の廃止について，次の

とおり届出がありました。 

  平成２１年１０月９日 

京都市長 門川 大作   

１ 届出者の名称 

  株式会社ニチイのほほえみ（代表取締役  大場 健介） 

２ 届出者の主たる事務所の所在地 

  東京都千代田区神田駿河台二丁目９番地 

３ 廃止する事業所の名称 

ニチイのほほえみ神戸西代 

（介護保険事業所番号２８９０６０００３０） 

４ 廃止する事業所の所在地 

兵庫県神戸市長田区西代通四丁目７番１号 

５ 廃止する事業所のサービスの種類 

  認知症対応型共同生活介護，介護予防認知症対応型共同生活介護 

６ 廃止年月日 

  平成２１年９月３０日 

７ 備考 

  本件事業所の廃止は，平成２１年１０月１日からの「株式会社ニチイ学

館」との法人合併によるものである。 

（保健福祉局長寿社会部介護保険課） 
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